
様式２号

実施時期：令和４年３月
使用箇所：事務所や工場の軒天、建具、家具等
樹種　　：三重県産スギ、ヒノキ

工場の手摺

清水清三郎商店株式会社
https://seizaburo.jp/

清水清三郎商店株式会社 　三重県鈴鹿市若松東３－９－３３

事務所や工場の内装や外構等、目に触れやすい様々な箇所に県産材
を使用します。「木づかい宣言」

令和４年３月　～　令和７年２月

　私たちの蔵のある三重県の鈴鹿
は、かつてより旨い酒を醸す地であ
ることから、味酒鈴鹿國（うまさけ
ずずかのくに）と呼ばれてきまし
た。
　実際、鈴鹿の風土は酒造りに恵ま
れています。鈴鹿山脈から湧き出る
清冽な伏流水は広大な伊勢平野へと
流れ込み、そこでは良質な米が育ま
れました。その米や水を使うことで
古来よりおいしい酒を醸すことがで
きました。
　私たちは、事務所や工場に県産材
を使用することで、緑の循環や地域
の活性化、森林の保全・育成等に貢
献し、鈴鹿山脈の豊かな水源を守っ
ていきたいと考えています。

工場の軒天

木づかい運動計画書

https://seizaburo.jp/

